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新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました、まずは御礼を申し上げます。

今年も無事に新年を迎えられたことを顧問先の皆様や社員、各関係者の方々へ感謝を申し上げます。

人的資本経営という言葉が注目されています。人的資本経営とは『人材を「資本」として捉え、

その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営のあり方』と経済産業

省が定義づけをしています。また、大企業においては、 2023年度より有価証券報告書に人的資本に関

する情報の記載が義務付けられる予定です。昨今の技術進歩や情報の多様化により、モノやサービス

の差別化が難しくなり、商品サイクルも一段と速まってきているなか、中長期的な観点から経営戦略・

経営施策の推進を支える基盤として、ひいては企業価値の向上をもたらすものとして人的資本へ投資

を促す考え方です。中小企業においては、社長が商品、社長の技術が一番の売り物という会社もいま

だに少なくありません。人件費はコスト（原価）だという考えからの脱却が必要です。急速に変化を

していく社会に対応するために、人材を「人財」へと捉えていく時代になりました。

私は、中小企業こそ人が重要であり、人財が企業の業績、ひいては持続的な発展を左右するものだ

と考えています。政府もリスキリング（学び直し）の支援に 1兆円を投じると発言しています。多様

な働き方により、人材も流動的になることも予測できます。自社の経営を安定するためにも、どれだ

け人財を引き付けることができるのか、経営者やリーダーの想いをどのように世の中へ伝えられるか

が、今後、ますます大事になってくることと思います。伝えなければ、人は集まリませんし、自社の

商品やサービスも売ることができません。人的資本経営は、単純に「社員を大切にする経営」ではな

く経営戦略の一環ですが、そもそも社員の幸せを実現することは経営者の使命だと思います。

社員とその家族、顧問先や関係者の皆々様の幸せを願い、益々のご発展とご健康をお祈り申し上

げまして、新年の挨拶とさせて頂きます。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

’
 

が 表社員所長税理士 ／」ヽ材；形［イニ

｀ 



． 
令和5年の年頭にあたり皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

わが国経済は、過去 20年以上にわたり停滞が続き、先進国に比して相対的に競争力が

低下していると思われます。物価・賃金・生産性のほぼ横ばいが続いています。その要因

として新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻に加え、世界的なインフレな

ど大きな環境変化が次々と押し寄せ、極めて予測困難な状況です。

さらに人口減少や少子高齢化、人手不足、エネルギー問題等に加え、デジタル化やグロ

ーバル化などにも対応しなければなリません。

また、当面の課題として令和 5年 10月 1日より消費税のインボイス制度が開始となリ

ます。現在、免税事業者となっている中小企業者にとって、課税事業者を選択するか否か

の選択が必要であリ、その申請期限が令和 5年3月31日となっています。

そして今年は防衛費増額の財源確保のための法人・所得・たばこの 3税を中心とした増

税問題も生じています。 2027年度時点で、 1兆円強と想定される増税問題についても

注視していく必要があリます。

まだまだ新型コロナウイルス感染も第8波に入り予断を許さない状況ですが、今年も

明る＜元気な一年であリますよう祈念し新年のご挨拶と致します。

代表社員会長税理士 ／」ヽ材く路［氏；
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2月の
• 2月1日から3月15日まで

1. 前年分贈与税の申告

• 2月10日

2. 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

• 2月16日から3月15日まで

3. 前年分所得税の確定申告

• 2月28日

4. 1 2月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告

く法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・（法人事業所税）

・法人住民税＞

5. 3月， 6月， 9月， 1 2月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告

く消費税及び地方消費税＞

6. 法人の 1月ごとの期間短縮に係る確定申告く消費税及び地方消費税＞

7. 6月決算法人の中間申告く法人税・地方法人税・消費税及び地方消費税・

法人事業税・法人住民税＞ （半期分）

8. 消費税の年税額が400万円超の3月， 6月， 9月決算法人の3月ごとの

中間申告く消費税及び地方消費税＞

9. 消費税の年税額が4,800万円超の 11月， 1 2月決算法人を除く法人

の1月ごとの中間申告 (10月決算法人は2か月分）

く消費税及び地方消費税＞

• 2月中において市町村の条例で定める日

10. 固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

デスクでソTい等に挟んでご利用ください。


